
 

熊本市市民公益活動支援基金こども・学生ボランティア助成実施要綱 

 

制定 令和４年３月２９日 熊本市長決裁 

  改正 令和４年６月２８日 地域活動推進課長決裁 

令和４年１２月９日 文化市民局長決裁  

令和５年２月２０日 地域活動推進課長決裁  

 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、熊本市市民公益活動支援基金条例（平成２３年条例第９３号。）第６条に定める事業であっ

て、若い世代の考える「市民公益活動」の実践の機会を設けることで、活動を実践する若い世代及びそれを支

える周囲の人々の市民公益活動への関心・参加意欲を向上させるため、学生等が主体となっているボランティ

ア団体や個人等に対し、こどもたちや学生による市民公益活動へ助成する熊本市市民公益活動支援基金こども・

学生ボランティア助成金（以下「助成金」という。）を交付するにあたり、熊本市補助金等交付規則（昭和４３

年規則第４４号）に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 （１） 活動者 自らが企画、運営のいずれか又は双方に携わり、実際に市民公益活動を行う者であること。 

 （２） 監督者 未成年の活動者の活動を補佐し、その監督に責任を負う者であって、助成を受ける年度の４

月１日時点において、満１８歳以上の者。ただし、高等学校等に在学する者を除く。 

 （助成事業の種類） 

第３条 助成金は、以下の２種類とする。 

（１）小・中学生枠 

（２）高校・大学生枠 

 （助成対象者） 

第４条 助成金の交付の対象となる者は別表１に掲げる助成対象者の要件を満たし、かつ熊本市暴力団排除条例

（平成２３年条例第９４号）第２条第１号から第３号までの規定に該当しない者とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、熊本市市民公益活動支援基金運営委員会（以下

「委員会」という。）に諮り、特別に定めをすることができる。 

 （助成対象事業） 

第５条 助成金の対象となる事業は、次の各号に掲げる全ての要件及び別表１に掲げる内容の要件を満たす事業

とする。 

 （１） 営利を目的としない公益的な事業であること。 

（２） 地域社会の発展に資すると認められるものであること。 

（３） レクリエーションを主な目的とした事業でないこと。 

（４） 個人に金品を支給することを目的とした事業でないこと。 

（５） 交付決定日から助成を受ける年度の１２月３１日までに完了する事業であること。 

（６） 当該事業が当該年度内において、本市の他の助成等を受けている、又は受けることが決定している事

業でないこと。 

（７） 既に着手した事業でないこと。 

 （助成対象経費） 

第６条 助成金の交付の対象となる経費は、別表２のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、

助成対象経費について委員会に諮り、特別に定めをすることができる。 

（助成金の額等） 

第７条 助成金の総額は、予算に定める額（以下「助成予算」という。）の範囲内とし、助成金の限度額は、別表

１に定める助成額のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、委員会に諮り、特別に定めをす



 

ることができる。 

（助成金の申込） 

第８条 助成金の交付を受けようとする者（以下「交付申請者」という。）は、その定める期日までに、次に掲げ

る書類を市長に提出し、審査を受けなければならないものとする。 

１ 小・中学生枠の交付申請者は、次に掲げる書類 

（１） 熊本市市民公益活動支援助成金交付申請書（様式第１号） 

（２） 事業計画書（様式第２号の１） 

（３） 事業収支計画書（様式第３号） 

  (４)  定款、会則等団体の概要がわかる書類。個人での申請の場合、様式第１号 別紙１（小・中学生枠用） 

 （５） 活動者名簿（様式第1号 別紙２） 

 （６） 暴力団の排除に関する誓約書兼同意書（様式第４号） 

 （７） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 高校・大学生枠の交付申請者は、次に掲げる書類 

 （１） 熊本市市民公益活動支援助成金交付申請書（様式第１号） 

（２） 事業計画書（様式第２号の２） 

（３） 事業収支計画書（様式第３号） 

 （４） 定款、会則等団体の概要がわかる書類。個人での申請の場合、様式第１号 別紙１（高校・大学生枠 

用） 

  （５） 活動者名簿（様式第1号 別紙２） 

 （６） 暴力団の排除に関する誓約書兼同意書（様式第４号） 

 （７） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（助成金の決定） 

第９条 助成する事業（以下「助成事業」という。）及び助成金の額の決定は、助成金の種類に応じ、次の各号に

掲げる基準による委員会の審査結果に基づき市長が行う。 

（１） 小・中学生枠助成事業及び助成額の決定 第４条及び第５条に定める要件を満たし、かつ別表３「熊

本市市民公益活動支援基金こども・学生ボランティア助成小・中学生枠審査基準」をもとに委員会が審

査するもの。ただし、第４条から第５条に定める要件を満たし、かつ申請に係る経費が第６条に定める

対象経費であると認められる申請の総額が助成予算の範囲内である場合は、審査を省略することができ

るものとする。 

（２） 高校・大学生枠助成事業及び助成額の決定 第４条及び第５条に定める要件を満たし、かつ別表４「熊

本市市民公益活動支援基金こども・学生ボランティア助成高校・大学生枠審査基準」をもとに委員会が

審査するもの。 

２ 前項の規定にかかわらず、委員会は、助成金の趣旨等に適さないと判断する事業について、助成金を不採択

とする意見を付することができる。 

３ 市長は、助成金の交付を決定する場合において、必要と認めるときは、助成金の交付の目的を達するために

必要な条件を付すことができる。 

４ 市長は、助成金の交付を決定したときは、熊本市市民公益活動支援助成金交付決定通知書（様式第５号）に

より、交付決定額その他必要な事項を交付申請者に通知するものとする。 

（助成事業の変更） 

第１０条 助成金の交付決定を受けた者（以下「助成団体等」という。）は、次に掲げる事項のいずれかに該当す

る場合は、あらかじめ熊本市市民公益活動支援助成金交付変更等申請書（様式第６号）を市長に提出し、その

承認を受けなければならないものとする。 

（１） 助成事業の内容を変更するとき。 

（２） 助成事業を中止し、又は廃止するとき。 

（３） 助成事業が予定期間内に完了しないとき。 

２ 市長は、前項の申請があった場合において、助成事業の変更等を適当と認めたときは、熊本市市民公益活動



 

支援助成金交付変更等決定通知書（様式第７号）により、当該助成金の交付決定を受けた団体又は個人に通知

するものとする。 

（関係書類の保存） 

第１１条 助成団体等は、助成事業に係る経理を明らかにした書類、帳簿等を事業終了後５年間保存しなければ

ならないものとする。 

（実績報告） 

第１２条 助成団体等は、助成事業が完了したときは、その日から３０日を経過する日までに次に掲げる書類を

市長に提出しなければならないものとする。 

（１） 熊本市市民公益活動支援助成金実績報告書（様式第８号） 

（２） 事業収支決算書（様式第９号） 

（３） 領収証等の事業に係る経費の支出を証する書類又はその写し 

（４） 事業の経過又は成果を証する書類等 

（５） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 市長は、必要があると認めるときは、助成金の使途等に関する調査を行い、又は前項の書類、帳簿等を開示

させ、その報告又は説明を求めることができる。 

（助成金の額の確定） 

第１３条 市長は、前条第１項の規定により報告を受けた場合は、その報告に係る助成事業の実施結果が助成金

の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査確認した後、適合すると認めた

ときは、交付すべき助成金の額を確定し、熊本市市民公益活動支援助成金確定通知書（様式第１０号）により、

当該助成団体等に通知するものとする。 

（助成金の交付） 

第１４条 助成金は、前条により確定した額を助成事業の終了後に交付するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、助成事業の遂行上必要があると認められる場合は、交付決定した額の１０割に相

当する額の範囲内で、助成事業の完了前に概算額を交付することができるものとする。 

３ 前項の規定による概算額の交付を受けようとする助成団体等は、熊本市市民公益活動支援助成金概算交付申

請書（様式第１１号）に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならないものとする。 

４ 前項の規定による概算額の交付の申し込みがあった場合は、速やかにその内容を審査し、概算額の交付を決

定したときは、熊本市市民公益活動支援助成金概算交付通知書（様式第１２号）により、助成団体等に通知す

るものとする。 

５ 概算額の交付を受けた助成団体等は、第１３条の規定により確定された助成金の額が当該概算額に満たない

場合は、市長の指示するところに従い、速やかに当該差額を返還しなければならないものとする。 

（交付決定の取消し） 

第１５条 市長は、助成団体等が次の各号のいずれかに該当するときは、第９条第１項の交付決定の全部又は一

部を取り消すことができる。 

（１） 不正な手段により助成を受けたとき。 

（２） 助成事業の目的以外の経費に流用したとき。 

（３） 前２号に掲げるもののほか、この要綱に違反したとき。 

２ 市長は、前項の規定により、助成金の交付決定を取り消したときは、熊本市市民公益活動支援助成金交付取

消決定通知書（様式第１３号）により、当該助成団体等に通知するものとする。 

（助成金の返還） 

第１６条 市長は助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に助成金が交

付されているときは、期限を定めて、これを返還させるものとする。 

２ 市長は、交付すべき助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が交付されているとき

は、期限を定めて、これを返還させるものとする。 

 （違約加算金） 

第１７条 助成団体等は、第１５条の規定による取消しを受け、助成金の返還を請求されたときは、その請求に



 

係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額（その一部を納付した場合におけるそ

の後の期間については、既に納付した額を控除した額）につき年１０．９５パーセントの割合で計算した違約

加算金を市に納付しなければならないこととする。 

２ 助成金が２回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を請求された額

に相当する助成金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を請求された額がその日に受領した額を

超えるときは、当該返還を請求された額に達するまで順次遡りそれぞれの受領の日において受領したものとす

る。 

３ 第１項の違約加算金を納付しなければならない場合において、助成団体等の納付した金額が返還を請求され

た助成金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求された助成金の額に充てられたものと

する。 

 （他の補助金等の一時停止等） 

第１８条 市長は、助成団体等が助成金の返還を請求され、当該助成金又は違約加算金の全部又は一部を納付し

ない場合において、その者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限

度においてその交付を一時停止することができることとする。 

（委任） 

第１９条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和４年３月２９日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年６月２８日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表１ 

種 類 概    要 

小
・
中
学
生
枠 

内 

容 

１ 熊本市に在住又は通学する小学生及び中学生（以下「小・中学生」という。）が地域

や熊本市のために行う公益活動に関心を持ち、将来の活動者の育成につながる活動で

あること。 

２ ５人以上の小・中学生を活動者とする活動であること。 

３ 活動の発案・企画から実際の活動まで主体的に小・中学生が携わる事業であること。 

４ 熊本市内で行う活動を助成の対象とする。 

助 

成 

額 

・限度額 ５万円 

・助成率 助成対象経費の１０／１０ 

助 

成 

対 

象 

者 

１ 申請できる者は、以下のいずれかの団体又は個人とする。ただし、個人にあっては助成を受

ける年度の4月1日時点において満１８歳以上の者（高校等に在学中の者を除く）を対象とす

る。 

（１）熊本市内に主たる事務所又は拠点のあるボランティア団体・公益活動に取り組む団体（法

人にあってはＮＰＯ法人に限る） 

（２）市民公益活動に関心があり、活動に監督責任を負う熊本市に在住、通学又は通勤する個人 

２ 活動の際は監督者を配置すること。 

３ 活動者はボランティア保険等の保険に加入すること。 

高
校
・
大
学
生
枠 

内 
 

容 

１ 熊本市に在住又は通学する大学生、短期大学生、専門学生、高校生等（以下「学生等」

という。）が主体的に行う公益活動であって、次のいずれかに該当する活動に対して助成

を行うもの。 

 （１） 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 

（２） 環境の保全を図る活動 

（３） 生涯学習・子どもの健全育成を図る活動 

（４） 文化、芸術、スポーツ、国際協力の振興を図る活動 

（５） まちづくりや地域安全の推進を図る活動 

（６） 上記（１）から（５）までに含まれない公益活動 

２ ５名以上の学生等を活動者とする活動 

３ 原則として市内での活動を対象とするが、熊本市外での活動を通して公益活動への

参加意識の向上が見込めるものについては、市外での活動も助成の対象とする。  

助 

成 

額 

・ 限度額 １０万円 

・ 助成率 助成対象経費の１０／１０ 

助 

成 

対 

象 

者 

１ 申請できる者は、以下のいずれかの団体又は個人とする。ただし、個人にあっては助成を受

ける年度の4月1日時点において満１８歳以上の者（高校に在学中の者を除く）を対象とする。 

（１）熊本市に所在地を置く大学、短期大学、専門学校等（以下「大学等」という）に在学する

学生等によって構成された学生サークル等の学生等が主体となっているボランティア団体

（法人は対象としない。）。なお、熊本市に在住又は通学する高校生を主な活動者とする場

合については、団体を対象とせず、次項に示す個人のみを対象とする。 

（２）熊本市に在住又は熊本市に所在地を置く大学等に在学する個人。 

熊本市に在住又は通学する高校生を主な活動者とする場合については、その活動に監督責任

を負う熊本市に在住又は通勤する個人。 

２ 高校生以下を含む活動の際は、監督者を配置すること。 

３ 活動者はボランティア保険等の保険に加入すること。 



 

別表２ 

助成金の交付の対象となる経費は、助成対象事業の実施に要する以下の経費とする。 

旅費（講師招へい旅費を除く）及び保険料等、特定の個人に係る経費については、原則、各助成の対象となる

活動者及びその監督者に係る経費を対象とする。ただし、各助成の対象とならない活動者のうち、高校生以下

であって、その活動が事業の目的・内容と合致する場合は、その者の旅費及び役務費の保険料について、助成

金の交付の対象とすることができる。 

なお、助成金の交付の対象となる監督者は、原則、各助成事業の対象となる活動者の人数を超えないものと

する。 

  

報償費 講師謝礼金、助成事業に携わった外部の者に対する謝金 等 

旅費 講師招へい旅費、交通費、市外への宿泊費、ガソリン代 等 

役務費 通信費（切手代等）、運搬費、手数料、保険料 等 

使用料・賃借料 
会場使用料（付帯設備使用料を含む。） 

会場設営費、車両等の賃借料等 

事務・消耗品費 
助成事業に係る物件費、材料費、飲み物代 等 

印刷費（チラシ・ポスター等の印刷費）等 

委託費 助成事業実施に必要なもの（ＨＰ作成等） 

  

備考  以下の経費は、助成対象経費としない。 

○ 次のような団体等の維持運営に伴う経常経費等 

・事務所や活動拠点の家賃、光熱水費 

・団体の所属員や活動者への謝礼、人件費 等 

・日常的な事務作業や団体内部で使用する備品等の物件費 

     ○ 助成金の交付決定前に支出した経費 

     ○ その他市長が適当でないと認める経費 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表３ 

 

熊本市市民公益活動支援基金こども・学生ボランティア助成 

小・中学生枠審査基準 

 

   

（１） 審査基準   

項目 説明 配点 

発展性 
活動者及び参加者の地域活動やボランティアへの参加の意欲を向上さ

せる見込みがある。 
５ 

 

 

公益性 

・ 

ボランティア性 

地域や不特定多数の人への利益増進に寄与するなど、公益的な効果が

見込める。 
５  

（２） 留意事項    

（１）の審査基準をもとに、委員による審査を行い、合計点が高い事業から順に委員会の協議の上 

採択事業を選定する。なお、審査の結果が同点の場合は、「発展性」の合計点が高い事業を優先し、 

委員会の協議の上選定する。 
 

 

 

  



 

別表４ 

熊本市市民公益活動支援基金こども・学生ボランティア助成 

高校・大学生枠審査基準 

   

（１） 審査基準   

項目 説明 配点 

発展性 
活動者及び参加者において今後の熊本市の公益活動への参加の意欲を向

上させ、周囲の市民へとその意欲・活動が発展していく可能性がある。 
１０  

事業計画性 
事業目的を達成するための手段や方法が適切であり、合理的に事業を実

施することができる。 
１０ 

 

 

公益性 
不特定多数の方への利益増進に寄与するなど、公益的な効果が見込め

る。 
１０  

（２） 留意事項    

基準点（３０点×７人×５０％＝１０５点）を満たさない事業は不採択とし、基準点を超えた 

事業のうち、合計点が高い事業から順に協議して採択事業を選定する。 

なお、審査の結果が同点の場合は、「発展性」の合計点が高い事業を優先し、委員会の協議の上

選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第１号（第８条関係）                         
  年  月  日   

（あて先）熊本市長 

 

郵便番号  

住所（又は団体所在地） 

 

氏名（又は団体名及び代表者氏名） 

 

 

               印 

（℡         ） 

 

熊本市市民公益活動支援助成金交付申請書 

 

 

 

熊本市市民公益活動支援基金の助成交付について、熊本市市民公益活動支援基金こども・学生ボランティ

ア助成実施要綱第８条の規定により、募集要項に定める助成条件の全てに同意の上、下記のとおり申請しま

す。 

記 
 
１ 助成の種類 
   （１）こども・学生ボランティア助成 小・中学生枠 
   （２）こども・学生ボランティア助成 高校・大学生枠 
 
２ 助成事業名 
   
 
 
３ 助成金申請額 
   
 
 
４ 関係書類 

（１） 事業計画書（様式第２号の１ ・ 様式第２号の２） 
（２）  事業収支計画書（様式第３号） 
（３） 団体においては定款・会則等、団体の概要がわかるもの。個人においては様式第１号別紙１ 
（４） 活動者名簿（様式第１号別紙２） 
（５） 暴力団の排除に関する誓約書兼同意書（様式第４号） 

（６） その他（旅費の算出資料 等） 
  

５ 未成年者の活動についての誓約 

 未成年者の活動については、必ず本人及び保護者の承諾を得た上で活動を行い、申請者がその一切の

責任を負います。 

 

 

 

 



 

様式第１号 別紙１（第８条関係） 

                （小・中学生枠用） 

（１）熊本市以外にお住い

の場合、通学・通勤先を記入

してください。※市内にお住

まいの方は空欄で構いませ

ん。 

学校等名称又は勤務先名称・所在地 

  

（２）活動者（小・中学生）

との関係性 

※監督責任を負うため、どの

ようなご関係かご記入くだ

さい。 

関係性名称（保護者、担任、地域団体会長等） 

  

（３）当助成への申請のき

っかけ ・どのようなきっか

け（想い）で当助成に申請を

されたかをご記入ください。

（２００字程度） 

 

※申請するにあたり小・中

学生の関わりもご記入くだ

さい。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第１号 別紙１（第８条関係） 

（高校・大学生枠用） 

（１）熊本市以外にお住いの場合、

通学先を記入してください。※市内

にお住まいの方は空欄で構いませ

ん。 

学校等名称 

  

（２）活動者との関係性 関係性名称（大学の友人、地域の友人 等） 

  

（３）当助成への申請のきっかけ・

どのようなきっかけ（想い）で当助

成に申請をされたかをご記入くださ

い。（２００字程度） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第１号 別紙２（第８条関係）      

                     活動者名簿     

団体・グループ名  

氏 名
フ リ ガ ナ

 住所 所属（学校・学部・学年等） 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 

 



 

様式第２号の１（第８条関係）                       （小・中学生枠用） 

事業計画書 

事業名  

団体・グループ名  

活動者数 

（１）活動者数     人 

うち監督者    人、小・中学生   人 

高校生    人、大学生等   人 

※高校生以下を含む活動の場合、必ず１名以上の監督者がいること。 

（２）対象とする活動者（小・中学生）の学校等名称 

 

事業の目的  

子どもたちの目

標及び子どもた

ちへの効果 

 

具体的な 

事業内容 

（１）実施予定期間    年  月   ～  年  月   

（２）事業内容（３００字以内） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

事業計画（打ち合

わせ、準備、実施） 

 

※小・中学生がどう関わるのかも含め記載してください。 

（１）実施計画（予定） 

 ①打ち合わせ（ 月頃）（場所：                    ） 

内容（                                ） 

 監督者 人、 活動者     人（うち小・中学生 人）、 参加者     人 

②準備（ 月頃）（場所：                    ） 

内容（                                ） 

 監督者 人、 活動者     人（うち小・中学生 人）、 参加者     人 

 ③実施（ 月頃）（場所：                    ） 

内容（                                ） 

 

 当日の監督者  人、 活動者     人（うち小・中学生 人）、 

 参加者     人 

※当日の活動者が小・中学生５名以上である必要があります。 

（２）その他（協力団体等がある場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第２号の２（第８条関係）                      （高校・大学生枠用） 

事業計画書 

事業名  

団体・グループ名  

活動者数等 

（１）活動者数     人 

うち監督者    人、小・中学生   人 

高校生    人、大学生等   人 

※高校生以下を含む活動の場合、必ず１名以上の監督者がいること。 

（２）活動者の通学する主な学校等の名称 

 

事業の目的及び

期待される効果 
 

具体的な 

事業内容 

（１）実施予定期間    年  月  ～  年  月   

（２）事業内容（３００字以内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

事業計画（打ち合

わせ、準備、実施） 

 

（１）実施計画（予定） 

 ①打ち合わせ（ 月頃）（場所：                    ） 

内容（                                ） 

 監督者 人、 活動者     人（うち学生等 人）、 参加者     人 

②準備（ 月頃）（場所：                    ） 

内容（                                ） 

監督者 人、 活動者     人（うち学生等 人）、 参加者     人 

 ③実施（ 月頃）（場所：                    ） 

内容（                                ） 

 

 当日の監督者  人、活動者     人（うち学生等  人）、 

 参加者     人 

※当日の「活動者」のうち学生等が５名以上であることが必要です。 

（２）その他（協力団体等がある場合） 

 

事業への想い 

 

（今後の熊本市での活動や、自身の生活にどう活かしたいかを３００字以内で記

載してください。） 

 

 

 

 

 

 



 

様式第３号（第８条関係）                               （共通） 

事業収支計画書（  年 月 ～  年 月） 

  （単位：円） 

項  目 金額（円） 内訳 

収
入 

自己資金     

市民公益活動支援基金助成金   ※当該事業に対する助成申請額 

その他補助金・助成金 等     

計   円 

事
業
に
関
わ
る
支
出 

助
成
対
象
経
費 

報償費   

 
 
   

旅費   

 
 
   

役務費   

 
 
   

使用料及び賃借料   

  
 
  

事務・消耗品費   

  
 
  

委託費   

 
 
  

計  円 ★ 

助
成
対
象
外
経
費 

        

        

計   円   

総計  円   

 ○注意事項 

・報償費、旅費の計上にあたっては、 １人当たり・１回当たりの金額を明示してください。 

・費用について、算出根拠資料の添付を求める場合があります。 

○申請上限額 

 

（ 【★助成対象経費】   － 【その他補助金・助成金】 ）×助成率＝ 【申請上限額】 

（ 【      円】   －  【        円】 ）×10／10 ＝【     円】   
 



 

様式第４号（第８条関係） 

暴力団の排除に関する誓約書兼同意書 

 

（あて先）熊本市長 

郵便番号                 

住所（又は団体所在地） 

 

氏名（又は団体名及び代表者氏名） 

 

 

               印 

（℡          ） 

 

 当団体（個人にあっては申請者。以下同じ。）及び当団体の代表者、役員等は、熊本市暴力団排除条例第２条

に定める暴力団、暴力団員及び暴力団密接関係者のいずれにも該当していないこと、及び今後もこれらに該当し

ないこと、並びにこれに反する事実が判明した場合は本件補助金に係る交付決定の取消し及び返還請求を受けて

も異議を申し立てないことを誓約します。 

 また、当該事実の確認のため、下記の役員等名簿に記載の個人情報に基づき熊本市が熊本県警察本部へ照会す

ることについて、当団体の責任により当該個人の同意を得ています。 

 

役員等名簿 

役職 氏 名
フ リ ガ ナ

 住所 生年月日 性別 

 
 

   
 

 
 

   
 

 
 

   
 

 
 

   
 

 
 

   
 

 
 

   
 

 
 

   
 

 
 

   
 

 

 

    

 

※記載する前に、裏面の注意事項をお読みください。 

 



 

（様式第４号の裏面） 

 

【注意事項】 

１ 氏名、住所等、この書面に記載された全ての個人情報は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法

律第５７号）及び熊本市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年条例第６０号）の規定に基づい

て取り扱うものとし、熊本市市民公益活動支援基金こども・学生ボランティア助成実施要綱（令和４年３

月２９日制定）に基づいて実施する暴力団等排除のための措置以外の目的には使用しません。熊本市がこ

れらの情報をもとに熊本県警察本部（以下「警察本部」といいます。）から取得した個人情報についても

同様です。 

  なお、警察本部は熊本県個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年熊本県条例第４４号）の実施

機関と定められています。 

 

２ この書面には、次に該当する者を記載してください。なお、氏名は、正確な字体で記載してください。 

（１） 特定非営利活動法人については、理事及び監事 

（２） 法人格を有しない団体については、代表者及び団体の規約において重要な意思決定に直接関与す

ることとされる者 

（３） 個人については、申請者 

 

３ この書面の記載に当たっては、対象者全ての同意を得てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔参考〕 

熊本市暴力団排除条例 

(定義) 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」とい

う。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 

(3) 暴力団密接関係者 事業者で次に掲げるものをいう。 

ア 法人であって、その役員又は規則で定める使用人のうちに暴力団員のあるもの 

イ 個人であって、規則で定める使用人のうちに暴力団員のあるもの 

ウ ア及びイに掲げる者のほか、暴力団員がその事業活動を支配する者として規則で定めるもの 



 

様式第５号（第９条関係） 

指令（地活）第   号   

   年  月  日   

  

 

        様 

 

熊本市長        印  

 

 

熊本市市民公益活動支援助成金交付決定通知書 

 

 

     年  月  日付けで交付申請のあった熊本市市民公益活動支援助成金については、熊本市市

民公益活動支援基金こども・学生ボランティア助成実施要綱第９条第1項の規定により審査を行った結果、

下記のとおり交付することに決定しましたので、同要綱第９条第４項の規定により通知します。 

 

 

記 
 
１ 助成の種類及び対象となる事業 

 

 

 

２ 助成対象経費及び助成金額は次のとおりとする。 

 

助成対象経費        金          円 

控除後の助成対象経費    金          円 

助成金額          金          円 

 

３ 助成金は、交付決定された金額を請求により交付する。 

 

４ 助成条件は、次のとおりとする。 

（１） 事業内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得ること。 

（２） 助成事業を中止し、又は廃止するときは、あらかじめ市長の承認を得ること。 

（３） 助成事業が予定期間内に完了しないときは、あらかじめ市長の承認を得ること。 

（４） 助成事業の遂行が困難になった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けること。 

（５） 助成金は、助成事業の目的以外に使用しないこと。 

（６） 助成事業が完了したときは、要綱に定める様式により熊本市市民公益活動支援助成金実績報告書

（様式第８号）及び事業収支決算書（様式第９号）を作成し、３０日以内に市長に提出すること。 

（７） 助成事業に係る決算額が助成対象経費に満たないときは、その満たない額の割合に応じて助成金

額を減ずること。 

（８） 助成事業に係る決算額からその事業に関する収入の決算額を控除した額が、助成額から（７）に

より減ずる額を差し引いた額に満たないときは、その満たない額を更に減ずること。 

 

（９） その他熊本市市民公益活動支援基金こども・学生ボランティア助成実施要綱の定めを遵守するこ

と。 

５ 助成条件に違反した場合、不正行為がなされた場合その他市長が助成を不適当と認めた場合は、この

決定を取り消し、又は助成決定額を減じることがある。この場合において、既に交付された助成金があ



 

るときは、その返還及び助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ年１０．９５パーセントの割

合で計算した違約加算金を請求する。 

６ 前項に規定する請求に応じた助成金の返還等がされない場合において、本市が申請者に対し支払う

べき他の補助金等があるときは、当該他の補助金等の交付を一時停止することがある。 

７ 監査委員が必要と認めたときは、地方自治法第１９９条第７項の規定により監査をすることがある。 

８ 市長が必要と認めたときは、地方自治法第２２１条第２項の規定により、その状況を調査し、又は報

告を徴することがある。 

 

  

（注） 助成条件のうち（７）（８）により減ずる額の算式は次のとおりである。 

 

（７）により減ずる額＝助成金額 ×  １－ 

 

（８）により減ずる額＝助成金額－（７）により減ずる額－（助成事業に係る決算額－助成事業に

関する収入の決算額） 

※助成事業が、助成対象外事業と一体的に経理され、その収入の別が明確に分かちがたい場合は、

収入の決算額を助成事業に係る決算額と事業決算額の割合で割り落としたものをその事業に関す

る収入の決算額とみなす。 

助成事業に係る決算額 

助成対象経費 



 

様式第６号（第１０条関係） 

  年  月  日   

（あて先）熊本市長 

 

郵便番号 

住所（又は団体所在地） 

 

氏名（又は団体名及び代表者氏名） 

 

 

          印 

（℡          ） 

 

 

熊本市市民公益活動支援助成金交付変更等申請書 

 

    年  月  日付け指令（地活）第    号で交付決定の通知のありました事業については、

下記のとおり交付の変更をしたいので、熊本市市民公益活動支援基金こども・学生ボランティア助成実施要

綱第１０条第１項の規定により、関係書類を添えて申請します。 

 

 

記 
 
１ 助成の種類及び助成事業名 

 

 

 

２ 助成金の交付変更申請額 

 

（１） 変更申請額               円 

（２） 既交付決定額              円 

 

３ 変更理由及び変更内容 

 

 

 

 

 

４ 関係書類 

（１） 変更後の事業計画書及び収支計画書（様式２号の１又は２，様式第３号） 

（２） その他 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第７号（第１０条関係）                   

指令（地活）第   号   

        年  月  日 

       

 

   様 

 

熊本市長        印  

  

 

熊本市市民公益活動支援助成金交付変更等決定通知書 

 

     年  月  日付けで交付変更申請のあった熊本市市民公益活動支援助成金について、

下記のとおり変更を承認することに決定したので、熊本市市民公益活動支援基金こども・学生ボランティア

助成実施要綱第１０条第２項の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 助成の種類及び対象となる事業 

 

 

 

２ 変更内容 

 

 

 

 

 

 

３ 助成対象経費及び助成金額は次のとおり変更する。 

 

助成対象経費        金          円 

控除後の助成対象経費    金          円 

助成金額          金          円 （変更前       円） 

 

 

４ 変更助成金は、交付変更決定された金額を請求により交付する。 

 

５ 助成条件は、次のとおりとする。 

（１） 事業内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得ること。 

（２） 助成事業を中止し、又は廃止するときは、あらかじめ市長の承認を得ること。 

（３） 助成事業が予定期間内に完了しないときは、あらかじめ市長の承認を得ること。 

（４） 助成事業の遂行が困難になった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けること。 

（５） 助成金は、助成事業の目的以外に使用しないこと。 

（６） 助成事業が完了したときは、要綱に定める様式により熊本市市民公益活動支援助成金実績報告書

（様式第８号）及び事業収支決算書（様式第９号）を作成し、３０日以内に市長に提出すること。 



 

（７） 助成事業に係る決算額が助成対象経費に満たないときは、その満たない額の割合に応じて助成金

額を減ずること。 

（８） 助成事業に係る決算額からその事業に関する収入の決算額を控除した額が、助成額から（７）

により減ずる額を差し引いた額に満たないときは、その満たない額を更に減ずること。 

（９） その他熊本市市民公益活動支援基金こども・学生ボランティア助成実施要綱の定めを遵守するこ

と。 

６ 助成条件に違反した場合、不正行為がなされた場合その他市長が助成を不適当と認めた場合は、この

決定を取り消し、又は助成決定額を減じることがある。この場合において、既に交付された助成金があ

るときは、その返還及び助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ年１０．９５パーセントの割

合で計算した違約加算金を請求する。 

７ 前項に規定する請求に応じた助成金の返還等がされない場合において、本市が申請者に対し支払う

べき他の補助金等があるときは、当該他の補助金等の交付を一時停止することがある。 

８ 監査委員が必要と認めたときは、地方自治法第１９９条第７項の規定により監査をすることがある。 

９ 市長が必要と認めたときは、地方自治法第２２１条第２項の規定により、その状況を調査し、又は報

告を徴することがある。 

（注） 助成条件のうち（７）（８）により減ずる額の算式は次のとおりである。 

 

（７）により減ずる額＝助成金額 ×  １－ 

 

（８）により減ずる額＝助成金額－（７）により減ずる額－（助成事業に係る決算額－助成事業に関する収入の決

算額） 

※助成事業が、助成対象外事業と一体的に経理され、その収入の別が明確に分かちがたい場合は、収入の決算額を

助成事業に係る決算額と事業決算額の割合で割り落としたものをその事業に関する収入の決算額とみなす。 

助成事業に係る決算額 

助成対象経費 



 

様式第８号（第１２条関係） 

  年  月  日   

（あて先）熊本市長 

郵便番号 

住所（又は団体所在地） 

 

氏名（又は団体名及び代表者氏名） 

 

 

          印 

（℡            ） 

 

 

熊本市市民公益活動支援助成金実績報告書 

 

   年  月  日付け指令（地活）第   号により、熊本市市民公益活動支援助成金の交付決定

を受けました事業の実績について、熊本市市民公益活動支援基金こども・学生ボランティア助成要綱第１２

条第１項の規定により、関係書類を添えて下記のとおり報告します。 

 

記 
 
 
１ 助成事業名 

      

 

 

２ 助成事業の実施期間 

 

      年  月  日  ～     年  月   日 

 

３ 助成事業の内容 

 

 

 

 

４ 事業の成果 

 

 

 

 

 

５ 助成事業の実施状況 

（１） 事業収支決算書（様式第９号） 

（２） 事業の経過又は成果を証する書類等 

（３） その他参考となる資料 

  



 

様式第９号（第１２条関係）         

事業収支決算書（   年 月 日～   年 月 日）  

  （単位：円） 

項  目 金額（円） 内訳 

収
入 

自己資金     

市民公益活動支援基金助成金   ※当該事業に対する助成申請額 

その他補助金・助成金 等     

計   円 

事
業
に
関
わ
る
支
出 

助
成
対
象
経
費 

報償費   

 
 
   

旅費   

 
  
  

役務費   

 
 
   

使用料及び賃借料   

 
  
  

事務・消耗品費   

 
  
  

委託費   

 
 
  

計  円 ★ 

助
成
対
象
外
経
費 

        

        

計   円   

総計  円   

 ○注意事項 

・人件費、報償費、旅費の計上にあたっては、 １人当たり・１回当たりの金額を明示してください。 

 ・費用について、算出根拠資料の添付を求める場合があります。 

 

○申請上限額 

 

【★助成対象経費】  － 【その他補助金・助成金】×助成率     ＝【 申請上限額  】 

【      円】  － 【         円】 × 10／10  ＝【      円】   

 



 

様式第１０号（第１３条関係） 

指令（地活）第   号  

 年  月  日   

        

 

  様 

 

熊本市長        印  

 

 

熊本市市民公益活動支援助成金確定通知書 

 

     年  月  日付け指令（地活）第   号で交付決定しました熊本市市民公益活動支援助成金

については、下記のとおりその額を確定したので、熊本市市民公益活動支援基金こども・学生ボランティア

助成実施要綱第１３条第１項の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 助成事業名 

 

 

 

２ 助成確定金額 

 

助成対象経費        金          円 

控除後の助成対象経費    金          円 

助成金額（確定）      金          円 

 

３ 助成条件 

  熊本市市民公益活動支援基金こども・学生ボランティア助成実施要綱の定めを遵守すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第１１号（第１４条関係） 

 

 

  年  月  日 

 

熊 本 市 長 様 

 

申請者  郵便番号 

住所（又は団体所在地） 

 

氏名（又は団体名及び代表者氏名） 

 

  

                        印 

（℡          ） 

 

熊本市市民公益活動支援助成金概算交付申請書 

 

     年  月  日付け指令（地活）第   号で交付決定のあった熊本市市民公益活動支援助

成金について、熊本市市民公益活動支援基金こども・学生ボランティア助成実施要綱第１４条第３項の規

定により、下記のとおり概算交付をお願いいたします。 

 

 

記 

 

 

１ 概算交付申請額                 円 

  

 

２ 概算交付申請理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第１２号（第１４条関係） 

 

                                   指令（地活）第   号 

       年  月  日 

   

                様 

 

 

                              熊本市長            印 

 

 

 

熊本市市民公益活動支援助成金概算交付通知書 

 

    

   年  月  日付け指令（地活）第   号で交付決定のあった熊本市市民公益活動支援助

成金について、下記のとおり概算交付することに決定したので、熊本市市民公益活動支援基金こども・学

生ボランティア助成実施要綱第１４条第４項の規定により通知します。 

 

                     記 

 

 

１ 助成金概算交付額              円  

 

 

２ 助成条件 

  熊本市市民公益活動支援基金こども・学生ボランティア助成実施要綱の定めを遵守すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第１３号（第１５条関係） 

達（地活）発第   号   

  年  月  日   

        

 

  様  

 

熊本市長          印  

 

 

熊本市市民公益活動支援助成金交付取消決定通知書 

 

    年  月  日付け指令（地活）第   号で交付を決定した熊本市市民公益活動支援助成金につ

いて、下記のとおり交付決定を取り消すことに決定したので、熊本市市民公益活動支援基金こども・学生ボ

ランティア助成実施要綱第１５条第２項の規定により通知します。 

 

 

記 

 

１ 助成事業名 

 

 

 

２ 取消しの理由 


